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○議第９４号 

令和６年度岐阜県一般会計補正予算のうち歳出予算補正中教育警察委員会

関係及び債務負担行為補正中教育警察委員会関係 

 

 

○議第１１５号 

岐阜県使用済金属類営業に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 

 

 

令和６年１０月７日 

岐阜県警察本部 
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令和 6 年度から 578,000千円 令和 6 年度から

令和 8 年度まで 令和 8 年度まで
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多治見警察署庁舎等改築工 597,000千円

　　 2 　変　更　分
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議
第
百
十
五
号

岐
阜
県
使
用
済
金
属
類
営
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

岐
阜
県
使
用
済
金
属
類
営
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
九
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
使
用
済
金
属
類
営
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
使
用
済
金
属
類
営
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
前
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
方
法
を
用
い
て
取
引
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の

取
り
扱
う
使
用
済
金
属
類
に
関
す
る
事
項
と
共
に
」
を
「
そ
の
事
業
の
規
模
が
著
し
く
小
さ
い
場
合
そ
の
他
の
公

安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
（
そ
の
者
が
前
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
方
法
を
用
い
る
使
用
済
金
属
類
取

引
業
者
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
使
用
済
金
属
類
取
引
業
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
を
除
き
、

公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
に
改
め
、
「
番
号
」
の
下
に
「
（
次
項
に
お
い
て
「
氏
名
等
」
と

い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

特
定
使
用
済
金
属
類
取
引
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
氏
名
等
を
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
と
き
は
、
氏
名

等
と
共
に
、
そ
の
取
り
扱
う
使
用
済
金
属
類
に
関
す
る
事
項
を
公
衆
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

提

案

説

明

使
用
済
金
属
類
取
引
業
者
に
対
し
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
氏
名
等
の
掲
載
を
義
務
付
け
る
た
め
、
こ
の
条
例
を

定
め
よ
う
と
す
る
。



 
 

【議第百十五号】 

岐阜県使用済金属類営業に関する条例の一部を改正する条例について 

警察本部生活安全総務課  

 

 

 
 
 
 

条例第６条 

 

 

 

 

 

 

 

 

【条例改正の背景】 

令和５年６月16日に公布されたデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進する

ためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律（令和５年法律第 63 号）におい

て、アナログ規制を定める法律が改正され、古物営業法に定める標識の掲示義務等につ

いて、令和６年４月１日から、自らが管理するウェブサイトにも掲載することが義務化

されることとなった。 

これにより、岐阜県使用済金属類営業に関する条例についても同様の改正を行うもの。 

改正の概要 

改正前 

令和７年４月１日施行  

・営業所に許可証を掲示 

・ウェブサイトで取引する

場合のみ、ウェブサイト

へ許可情報を掲載 

・営業所に許可証を掲示 

・ウェブサイトにも許可情

報を掲載 

改正による効果 

特定の場所（営業所）に、名称等を記載した許可証を掲示する規定に加え、ウェブ

サイトへの掲載も義務化することから、利用者が業者について、許可の有無等の必要

な情報を確認でき、利便性の向上につながるもの 

【掲載事項】 

 氏名又は名称、許可を受けた公安委員会の名称及び許可証の番号 

【適用除外（施行規則で規定）】 

・常時使用する従業者の数が５人以下の場合 

・ウェブサイトを有していない場合 

ただし、ウェブサイト利用取引を行う場合は除

外しない 

改正後 


